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横須賀市立高等学校の教育職員の勤務成績の評定に関する規則中

改正について

賀市立高等学校の教育職員の勤務成績の評定に関する規則の一部を次の

改正する。

成28年3戸25日提出

横須賀市教育委員会

教育長  青  木  兎  明

横須賀市立高等学校の教育職員の勤務成績の評定に関する規則の・

一部を改正する規則

横須賀市立高等学校の教育職員の勤務成績の評定に関する規則 (平成16年横

須賀市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員の人妻評価に関する規則

第1条中「第40条第1項」を「第23条の2第2項」に、「市立高等学校及び

市立幼稚園の教育職員の給与等に関する条例く昭和30年横須賀市条例第16号)

別表第Iに規定する高等学校教育職給料表の適用を受ける職員」を「市立高等

学校又は市立幼稚園に勤務する教育職員」に改める。

第5条の表校長の項中「校長」を「校長文は園長」に改め、同表中

上記以外の職員         教頭        ・         校長              ・     を

「
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市立高等学校に勤務す

る校長及び教頭以外の  教頭

職員

校長

ヰⅠ

改める。

第6条第I項中「助言指導者」の次に「(助言指導者が規定されていない場
合は観察指導者。次項において同じ。)」を加える。

第7条第3項前段中「前唄」を「前条第2項スは前項」に改める。
-Ⅰ-

」

市立幼稚園に勤務する

園長以外の職員
園長-



第8条、第9条第2項及び第lQ条第1項中下校長J. の次に「又は園長」を加
む

，える。

附  則

この規則は、・公布の日から施行する。

・-………----・・---・-…---…一・‥   ・---・-。    ・    ‥-‥・‥…‥‥-・-‥-

.(提案理由)

，地方公務員法の改正(平成26年法律第34号)に伴い、所要の条文整備をする・

ため、ごの規則を改正する。
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-棲賀市立高等学校七才基層㍍鰍瞥雰勤務成ぶち㍗罵する規則

。'"'                                      ㍊"，喚姥がゑ第1条   この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261口)砲雙蜂-筋キ項の規定
に基づき教育委員会が市立高等学校蒜市立幼稚園ワ笘育職員の給与等・に一関""                  播守勒"。

オ-る-条例ヰ昭和るる年横須賀--訂条・例第46-手)別・表第ヰキき規定-をる-頁等-学校-挨膏職

総牌‥泰輔-腱授毛目㌃輯(以下「職員」という。)に対して行う人妻評価に

関し必要な事項を定め、公正な人事管理に貧するどともに、職員が職務上の

課題を認識して主体的に職務に取り組み、評価者がその職務遂行状況を公正

かつ客観的に評価することにより、職員の育成及び能力開発を図り、もって

学校組織の活性化に質することを目的とする。

(評価者)
第5条  人妻評価は、次の表の評価対象者の区分に応じて同表中欄及び右横に

掲げる助言指導者及び観察指導者(以下「評価者」という。)が行うものとす

る。

」 五綴鯵勒老佛

市立幼稚園に勤務する
園長以外の職員園長

@@(自己申告) 

第6条  職員(・特別評価の対象となる職員を除く。)は、評価期間の初目を基準

日として、自己観察書に伴該年度における自らの職務上の目標を記載し、助

口目写   」疋                  。
ロ止  。  海                        髪  @右舌指清音転，ゑ笛る芋ゐる色際尹昇蕉れ血帝い易合巷窩"、キあ-。攻穐ヒあ屯掩じり

2、職員は、前項において設定した目標に対する職務遊行の状況を自己観察書

に、職務内容の評価を観察指導記録に記載し、教育長が指定する日までに助

言指導者に提出するものとする。

""""一"     ""一  一
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評価対象者の区分切言指導者観察指導者

校長江如國ゑ教育総務部教職員課長教育総務部長

教頭校長教育総務部教職員課長

教頭校長



(評価者の責務)

第7条  坊言指導者は、前条第1項の規定により自己観察書の提出を受けたとき

は、職員の目標設定及び職務遂行について、適切な指導及び助言を行うもの

とする。

2助言指導者は、前条第2項の規定により自己観察書及び観察指導記録の提出

を受けたときは、教育長が別に定める評価基準に基づくI次評価を行い、そ

の結果を自己観察書及び観察指導記録に記載し、教育長が指定する日までに

観察指導者に提出しえければならない。                                 ・迂窟盛名稚  き
3    観察指導者は、刊項の規毛目より・自己観察書及び観察指導記録の提出を受

けたときは、教育長が別に定める評価基準に基づく最終評価を行い、その結
果を観察指導記録に記載するものとする。この場合において、前項の規定に

より記載された助言指導者の評価を参考とするものとする。

4    観察指導者は、前項の規定による記載を終えた後、教育長が指定する日ま

でに自己観察書及び観察指導記録を教育長に提出しなければならない。

塁憂長夏雲ニ包ごて喜三価の適正・な実施を確保するため・、校長亜穿蜜テ再評

価の実施その他の必要な指導及び助言を行うものとする。

(評価結果の取扱い)

第9条  評価者は、人事評価において知り得た情報の取扱いに関しては、横須・
賀市個人情報保護条例(平成5年横須賀市条例第4号)に基づき、必要な措置を

講じな1ねばならない。                                            ・鮭"、廷良                                                  -2    校長が行った定期評価の最終評価は、教育長の定めるところにより、評価

対象である職員に提示するものとする。

3    特別評，価は、評価対象である職員の指導育成の基礎質料として活用するも

のとする。

(苦情の申出)

こ報蘇第lo条  前条第2項の規定により開示を受けた職員は、校長の評価に不満があ

るときは、教育長に対し、苦情の甲田をすることができる。-

2    教育長は、前項に規定する苦情を受けた場合は、前項の申出に正当な理由

があると認めて必要な措置を執る場合を除き、人事評価苦情審査会に意見を

聴かなければならない。

3    教育長は、人事評価苦情審査会の提案を受けたときは、当該提案を参考に

して、必要な措置を執らなければならない。
"""-""""""一""""""""、・"Ⅰ"
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